
川 越 市 告 示 第 １ ７ ７ 号  

 

 

 川 越 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 を 変 更 す る の で 、 ｢農 業 振 興 地 域 の 整

備 に 関 す る 法 律 ｣（ 昭 和 ４ ４ 年 法 律 第 ５ ８ 号 ） 第 １ ３ 条 第 ４ 項 で 準

用 す る 同 法 第 １ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 告 す る と と も に 、当 該

農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の う ち 農 用 地 利 用 計 画 の 変 更 案 を 次 に よ り

縦 覧 に 供 す る 。  

 川 越 市 に 住 所 を 有 す る 者 は 、当 該 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 案

に 対 し て 意 見 の あ る と き は 縦 覧 期 間 中 に 川 越 市 に 対 し 意 見 書 を 提

出 す る こ と が で き る 。  

当 該 農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 案 の う ち 農 用 地 利 用 計 画 に 係

る 農 用 地 区 域 内 に あ る 土 地 の 所 有 者 そ の 他 そ の 土 地 に 関 し 権 利 を

有 す る 者 は 、当 該 農 用 地 利 用 計 画 の 変 更 案 に 対 し て 異 議 が あ る と き

は 、縦 覧 期 間 満 了 の 翌 日 か ら 起 算 し て １ ５ 日 以 内 に 市 に こ れ を 申 し

出 る こ と が で き る 。  

 

 

  令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日  

 

 

             川 越 市 長  森  田  初  恵  

 

 

１  農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 案 の 縦 覧 場 所  

   川 越 市 元 町 １ 丁 目 ３ 番 地 １  

   川 越 市 役 所 産 業 観 光 部 農 政 課  

２  農 業 振 興 地 域 整 備 計 画 の 変 更 案 の 縦 覧 期 間  

   自  令 和 ８ 年 ３ 月 １ ９ 日  

   至  令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日  


